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■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人が法人文書登録時に入力

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 法人文書管理の効率化及び情報公開の用に供するため

記録項目

１．文書区分、２．決裁区分、３．大分類、４．小分類、５．標準法人文書
ファイル名、６．法人文書名、７．差出元、８．作成者、９．起案日／到達
日、１０．保存期間、１１．廃棄予定日（満了日）、１２．宛先、１３．廃棄
日、１４．媒体の種別、１５．保存場所、１６．簿冊選択、１７．備考

記録範囲 職員

個人情報ファイルの名称 法人文書管理システム

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

総務部　総務課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする
個人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 企業調査会社より購入、インターネットホームページをクローリング等

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的
中小機構の顧客記録を一元管理し、円滑かつ効率的な営業活動に資するために利用す
る。

記録項目

１．企業コード、２．法人番号、３．調査年月日、４．更新年月日、５．法人格コード、６．漢
字商号、７．郵便番号、８．住所、９．住所地域コード、１０．住所地域名、１１．住所都道
府県コード、１２．住所都道府県名、１３．住所市区郡コード、１４．住所コード、１５．住所
バーコード番号、１６．電話番号、１７．資本金（千円）、１８．従業員数、１９．創業年月、２
０．設立年月、２１．事業所数、２２．工場・支店・営業所、２３．概況、２４．営業品目、２５．
産業大分類コード、２６．産業大分類名、２７．産業中分類コード、２８．産業中分類名、２
９．産業小分類コード、３０．産業小分類名、３１．産業細分類コード、３２．産業細分類
名、３３．扱い品コード、３４．扱い品名、３５．前々期決算期、３６．前々期売上高（百万
円）、３７．前々期利益未詳フラグ、３８．前々期税引後利益（千円）、３９．前々期自己資
本比率、４０．前々期決算書フラグ、４１．前期決算期、４２．前期売上高（百万円）、４３．
前期利益未詳フラグ、４４．前期税引後利益（千円）、４５．前期自己資本比率、４６．前期
決算書フラグ、４７．前期売上伸長率、４８．前期売上伸長額（千円）、４９．前期利益伸長
率、５０．前期利益伸長額（千円）、５１．今期決算期、５２．今期売上高（百万円）、５３．今
期利益未詳フラグ、５４．今期税引後利益（千円）、５５．今期自己資本比率、５６．今期決
算書フラグ、５７．今期売上伸長率、５８．今期売上伸長額（千円）、５９．今期利益伸長
率、６０．今期利益伸長額（千円）、６１．一人当り月間売上金額（千円）、６２．一人当り月
間利益金額（千円）、６３．評点、６４．全国社数、６５．全国ランキング、６６．都道府県別
社数、６７．都道府県別ランキング、６８．代表者役職名、６９．代表者カナ氏名、７０．代
表者漢字氏名、７１．代表者性別フラグ、７２．役員役職名、７３．役員漢字氏名、７４．外
資企業フラグ、７５．親企業、７６．株式公開フラグ、７７．額面株価フラグ、７８．証券コー
ド、７９．edinetコード、８０．有報提出企業名、８１．有報提出企業との関係コード、８２．有
報提出企業との関係名称、８３．主要株主名、８４．主要株主持株数、８５．株主企業名、
８６．主要仕入先、８７．仕入先企業名、８８．主要販売先、８９．販売先企業名、９０．取引
銀行名、９１．従業員数フラグ、９２．資本金フラグ、９３．創業年フラグ、９４．設立年フラ
グ、９５．業種フラグ、９６．規模フラグ、９７．代表者年齢フラグ、９８．評点フラグ、９９．
前々期売上高フラグ、１００．前期売上高フラグ、１０１．今期売上高フラグ、１０２．前々期
税引後利益フラグ、１０３．前期税引後利益フラグ、１０４．今期税引後利益フラグ、１０５．
dm管理区分

記録範囲 企業の基本情報、中小機構事業を利用した者

個人情報ファイルの名称 小規模事業者統合データベース

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

広報・情報戦略統括室　総合情報戦略室



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 経営相談・出張相談・電子相談カルテ

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部  企業支援課

個人情報ファイルの利用目的 経営相談・出張相談・電子相談の案件管理のために利用する。

記録項目

１．相談日、２．相談形態、３．相談回数、４．会社名、５．本社住所、６．
電話・FAX番号、７．HPアドレス、８．資本金、９．売上高、１０．設立年、１
１．従業員数、１２．業種、１３．代表者氏名、１４．事業内容、１５．相談者
氏名、１６．年齢、１７．性別、１８．役職名、１９．メールアドレス、２０．相
談内容、２１．アドバイス内容

記録範囲 経営相談・出張相談・電子相談の利用者

記録情報の収集方法
経営相談・出張相談・電子相談の利用者からの提供、アドバイザーによ
る記入

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 中小企業アドバイザー評価一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部  企業支援課

個人情報ファイルの利用目的 外部登録専門家の評価のために作成・利用する。

記録項目
１．アドバイザID、２．初回登録年度、３．地域本部名、４．氏名、５．生年
月日、６．支払い形態、７．業務実績及び研修参加実績、８．機構の事業
への貢献度、９．機構からの依頼業務の成果、１０．適性、11．総合評価

記録範囲 登録専門家の活動実績及びその評価

記録情報の収集方法 専門家データベースより対象者情報をリスト化し、評価者が評価を記載

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 ハンズオン支援データベース

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部　企業支援課

個人情報ファイルの利用目的
ハンズオン支援で活用する専門家の選定、ハンズオン支援実績の把握
のために利用する。

記録項目

＜ハンズオン支援で活用する専門家＞
１．住所、２．氏名、３．電話・FAX番号、４．生年月日、５．年齢、６．勤務
（所属）先、７．役職、８．勤務先住所、９．勤務先電話・FAX番号、１０．携
帯電話番号、１１．メールアドレス、１２．学歴、１３．職歴、１４．支援実
績、１５．資格、１６．専門分野

＜ハンズオン支援の活用企業＞
１.企業名、２.業種、３.住所、４.代表者名、５.事業内容.

記録範囲 ハンズオン支援で活用する専門家、ハンズオン支援の活用企業

記録情報の収集方法 本人から徴収する履歴書等、企業からの支援申込書

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 代理申請協力店登録申請書

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

　－

個人情報ファイルの利用目的 軽減税率対策補助金の各種申請情報の管理

記録項目

1.協力店番号,2.協力店事業者名（カナ）,3.法人番号,4.事業者名(屋
号),5.事業者名(屋号)フリガナ,6.代表者氏名,7.代表者氏名フリガナ,8.
都道府県,9.担当者所属,10.担当者氏名,11.担当者氏名カナ,12.担当者
固定,13.担当者携帯,14.メールアドレス,15.事務局備考

記録範囲 代理申請協力店登録申請書に関する情報

個人情報ファイルの名称 代理申請協力店(軽減税率対策補助金）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部  経営支援企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 指定事業者登録申請書

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

　－

個人情報ファイルの利用目的 軽減税率対策補助金の各種申請情報の管理

記録項目

1.指定事業者番号,2.指定事業者名（カナ）,3.法人番号,4.事業者名(屋
号),5.事業者名(屋号)フリガナ,6.代表者肩書,7.代表者氏,8.代表者名,9.
代表者氏フリガナ,10.代表者名フリガナ,11.郵便番号,12.都道府県,13.
市区町村,14.番地等,15.建物名,16.部屋番号,17.住所カナ,18.担当者所
属,19.担当者氏,20.担当者名,21.担当者氏カナ,22.担当者名カナ,23.担
当者固定,24.担当者携帯,25.ＦＡＸ,26.メールアドレス,27.事務局備考,28.
要注意フラグ,29.B指定事業者向け_質問01,30.B指定事業者向け_質問
02

記録範囲 指定事業者登録申請書に関する情報

個人情報ファイルの名称 B型指定事業者(軽減税率対策補助金）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部　経営支援企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 指定事業者登録申請書

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

　－

個人情報ファイルの利用目的 軽減税率対策補助金の各種申請情報の管理

記録項目

1.指定事業者番号,2.指定事業者名（カナ）,3.法人番号,4.事業者名(屋
号),5.事業者名(屋号)フリガナ,6.代表者肩書,7.代表者氏,8.代表者名,9.
代表者氏フリガナ,10.代表者名フリガナ,11.郵便番号,12.都道府県,13.
市区町村,14.番地等,15.建物名,16.部屋番号,17.住所カナ,18.担当者所
属,19.担当者氏,20.担当者名,21.担当者氏カナ,22.担当者名カナ,23.担
当者固定,24.担当者携帯,25.ＦＡＸ,26.メールアドレス,27.事務局備考,28.
要注意フラグ

記録範囲 指定事業者登録申請書に関する情報

個人情報ファイルの名称 C型指定事業者(軽減税率対策補助金）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部　経営支援企画課



個人情報ファイルの利用目的 軽減税率対策補助金の各種申請情報の管理

記録項目

1.申請番号,2.申請タイプ,3.申請工程,4.承認ステータス(詳細),5.親 申請
書,6.まとめて申請区分,7.申請番号 (組合),8.組合員通し番号,9.重複申請
グループ,10.口座,11.リース併用時申請者口座,12.概算請求ステータ
ス,13.概算請求回,14.相殺 概算年月-回数,15.相殺完了日,16.スナップ
ショットバージョン,17.バージョン,18.退避データ,19.計画変更フラグ,20.事
業遅延承認フラグ,21.中古申請有無,22.レジ導入改修区分,23.リース併用
フラグ,24.受付日,25.（完了報告）受付日,26.補助率3/4フラグ,27.B1交付
申請電通承認日,28.申請者区分,29.申請者法人番号,30.複数回申請,31.
申請者事業者名(屋号),32.申請者事業者名(屋号)フリガナ,33.申請者代
表者肩書,34.申請者代表者肩書フリガナ,35.申請者代表者氏,36.申請者
代表者名,37.申請者代表者氏フリガナ,38.申請者代表者名フリガナ,39.申
請者代表者生年月日,40.申請者郵便番号,41.申請者都道府県,42.申請
者市区町村,43.申請者番地等,44.申請者建物名,45.申請者部屋番号,46.
申請者住所カナ,47.総務省JIS,48.申請者担当者所属,49.申請者担当者
役職,50.申請者担当者氏,51.申請者担当者名,52.申請者担当者氏フリガ
ナ,53.申請者担当者名フリガナ,54.申請者担当者電話番号(固定),55.申
請者担当者電話番号(携帯),56.申請者担当者ＦＡＸ番号,57.申請者担当
者メールアドレス,58.資本金（出資金）,59.従業員数,60.主たる業種,61.主
たる業種：その他テキスト,62.主たる事業内容,63.売上高の確認,64.売上
高の確認 補入力あり,65.現在利用している受発注システムが複数税率
に対応していない,66.みなし大企業に該当しない,67.軽減税率の対象品
目を取り扱う,68.申請時においてEDI/EOS等の電子的受発注システムを
利用している,69.風営適正化法に規定する「風俗営業」「性風俗関連特殊
営業」「接客業務受託営業」の許可又は届出をしていません,70.反社会
的勢力に該当せず、今後においても、反社会的勢力との関係を持つ意
思はありません,71.B1型申請を合わせて行っており、機能の重複はあり
ません,72.B型申請番号,73.B1型申請はしていません。,74.代理種別：代
理,75.指定事業者番号,76.代理事業者名(屋号),77.代理事業者名(屋号)
フリガナ,78.代理代表者肩書,79.代理代表者肩書フリガナ,80.代理代表者
氏,81.代理代表者名,82.代理代表者氏フリガナ,83.代理代表者名フリガ
ナ,84.代理郵便番号,85.代理都道府県,86.代理市区町村,87.代理番地
等,88.代理建物名,89.代理部屋番号,90.代理住所カナ,91.代理担当者所
属,92.代理担当者氏,93.代理担当者名,94.代理担当者氏フリガナ,95.代理
担当者名フリガナ,96.代理担当者電話番号(固定),97.代理担当者電話番
号(携帯),98.代理担当者FAX番号,99.代理担当者メールアドレス,100.代理
種別：共同,101.リース事業者番号,102.共同事業者名(屋号),103.共同事
業者名(屋号)フリガナ,104.共同代表者肩書,105.共同代表者肩書フリガ
ナ,106.共同代表者氏,107.共同代表者名,108.共同代表者氏フリガナ,109.
共同代表者名フリガナ,110.共同郵便番号,111.共同都道府県,112.共同市
区町村,113.共同番地等,114.共同建物名,115.共同部屋番号,116.共同住
所カナ,117.共同担当者所属,118.共同担当者氏,119.共同担当者名,120.
共同担当者氏フリガナ,121.共同担当者名フリガナ,122.共同担当者電話
番号(固定),123.共同担当者電話番号(携帯),124.共同担当者FAX番
号,125.共同担当者メールアドレス,126.システム分類ごとの人件費適正
チェック,127.FP法による工数適正チェック,128.特別審査員による工数適
正チェック,129.外部審査（仕入請求書）,130.外部審査（仕入請求書）更新
日,131.外部審査（適正価格 機器）,132.外部審査（適正価格 経費）,133.
外部審査（適正価格 再確認）,134.外部審査ステータス,135.外部審査ス
テータス更新日,136.補助事業の概要,137.改修・導入完了予定日,138.事
業完了予定日,139.契約日（完了報告）,140.支払完了日（完了報告）,141.
事業実施期間開始日（完了報告）,142.事業実施期間終了日（完了報
告）,143.レジ6台以上チェック,144.ポイント値引きありチェック,145.2/3補
助率チェック,146.中古事業者の一致チェック,147.理由書有無のチェッ
ク,148.3軸審査最終チェック有無,149.3軸審査最終チェック,150.交付申請
額合計 (調整前),151.事業者上限調整額,152.重複上限調整額,153.交付
申請額（申請時）,154.交付申請額（交付決定時）,155.交付決定金額,156.
調整前交付申請額,157.調整額,158.交付申請額合計,159.交付申請額合
計(申請者),160.交付申請額合計(共同申請者),161.免除金額,162.電通承
認日,163.振込日,164.導入＋改修混在型　,165.転リース,166.ｍPOS申告
書要案件,167.被災見込み,168.被災確定,169.レンタル申請,170.計画変更
付する条件フラグ,171.計画変更　付する条件欄01,172.計画変更　付す
る条件欄02,173.最終承認日,174.誤申請日,175.申請取下げ日,176.全返
却日,177.（計画変更）受付日,178.（計画変更）承認日,179.（完了報告）最
終承認日,180.その他重要確認情報　質問①所属団体　商工会議所,181.
その他重要確認情報　質問①所属団体　商工会,182.その他重要確認情
報　質問①所属団体　組合,183.その他重要確認情報　質問①所属団体
その他団体,184.その他重要確認情報　質問①所属団体　所属していな
い,185.その他重要確認情報　質問①所属団体　その他団体（テキス
ト）,186.その他重要確認情報　質問②認知方法　商工会議所,187.その他
重要確認情報　質問②認知方法　商工会,188.その他重要確認情報　質
問②認知方法　組合,189.その他重要確認情報　質問②認知方法　取引
先の民間金融機関（銀行や信金、信組など）,190.その他重要確認情報
質問②認知方法　取引先の公的金融機関,191.その他重要確認情報　質
問②認知方法　税理士,192.その他重要確認情報　質問②認知方法　自
治体,193.その他重要確認情報　質問②認知方法　レジメーカー・システ
ムベンダー,194.その他重要確認情報　質問②認知方法　販売店（レジ販
売店、家電量販店など）,195.その他重要確認情報　質問②認知方法　中
小機構,196.その他重要確認情報　質問②認知方法　税務署,197.その他
重要確認情報　質問②認知方法　テレビ,198.その他重要確認情報　質
問②認知方法　ラジオ,199.その他重要確認情報　質問②認知方法　新
聞,200.その他重要確認情報　質問②認知方法　広報誌・機関誌・チラ
シ,201.その他重要確認情報　質問②認知方法　インターネットサイト
(Youtube),202.その他重要確認情報　質問②認知方法　インターネットサ
イト(NewsPicks),203.その他重要確認情報　質問②認知方法　その他の
インターネットサイト(Yahoo!、Google等),204.その他重要確認情報　質問
②認知方法　SNS,205.その他重要確認情報　質問②認知方法　展示会・
説明会,206.その他重要確認情報　質問②認知方法　その他,207.その他
重要確認情報　質問②認知方法　その他（テキスト）

個人情報ファイルの名称 申請書（共通）_(軽減税率対策補助金）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部　経営支援企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 軽減税率対策補助金交付申請書

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

記録範囲 軽減税率対策補助金交付申請書に関する情報



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 中小企業デジタル化応援隊登録IT専門家一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部　経営支援企画課

個人情報ファイルの利用目的 IT専門家登録情報の管理

記録項目

1.ID、2.氏名、3.登録種別、4.紹介者、5.認定支援機関名、6.業種、7.支援

可能領域、8.年齢、9.都道府県、10.住所、11.メールアドレス、12.登録資

格

記録範囲 中小企業デジタル化応援隊事業にIT専門家として登録した者

記録情報の収集方法 IT専門家登録申請画面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

　－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 中小企業デジタル化応援隊登録中小企業一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部　経営支援企画課

個人情報ファイルの利用目的 中小企業情報の管理

記録項目 1.ID、2.企業名、3.代表者名、4.紹介者、5.業種、6.都道府県、7.従業員数

記録範囲 中小企業デジタル化応援隊事業に登録した中小企業

記録情報の収集方法 企業登録申請画面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

　－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 よろず支援拠点利用者満足度調査送付リスト

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

経営支援部  連携支援課

個人情報ファイルの利用目的 よろず支援拠点利用者への満足度調査を実施するため。

記録項目
１．相談日、２．都道府県名、３．相談企業名、４．主相談対応者名、
５．相談者名、６．代理相談機関名、７．代理相談者名、８．メールアド
レス、９．郵便番号、１０．住所

記録範囲 よろず支援拠点の利用者

記録情報の経常的提供先 -

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

　－

記録情報の収集方法 よろず支援拠点支援実績管理システムから抽出

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称

独立行政法人の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

－

TIP*S利用登録・参加申込者

独立行政法人中小企業基盤整備機構

創業・ベンチャー支援部　創業・ベンチャー支援企画課

受講者管理・募集促進のために利用する。

－

該当

－

－

□法第６０条第２項第２号
（マニュアルファイル）

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

巻末に掲載

本人からのホームページでの申込み

含まない

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

個人情報ファイルの種別

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

備考

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

１．氏名、２．年齢、３．性別、４．住所、５．電話番号、６．メールアドレス、
７．勤務先、８．業種、９．資本金、１０．従業員数

TIP*Sイベント、ワークショップ受講者

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

-



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 創業補助金に係る報告

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

創業・ベンチャー支援部　創業・ベンチャー支援企画課

個人情報ファイルの利用目的 創業補助金採択者の管理

記録項目
１．採択番号、２．企業名、３．氏名、４．性別、５．年齢、６．採択者連
絡先（市区町村名のみ）、７．事業テーマ

記録範囲 創業補助金採択者（平成24年度補正～平成25年度補正）

記録情報の経常的提供先 -

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

　－

記録情報の収集方法 創業補助金応募書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 WEB申込、FAX申込、資料請求

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 メールマガジンの発信のために利用する。

記録項目

１．メールアドレス、２．氏名（フリガナ）、３．社名、４．部署、５．役職、６．
属性、７．地域、８．連絡先区分（会社/自宅）、９．郵便番号、１０．住所、
１１．電話番号、１２．FAX番号、１３．登壇者に聞きたいこと（自由記述）、
１４．職業、１５．従業員規模、１６．フォーラムを知ったキッカケ、１７．資
料請求年月日、１８．資料発送日、１９．請求資料、２０．資料請求方法、
２１．備考

記録範囲 事業承継フォーラム参加者名簿、資料請求者名簿

個人情報ファイルの名称 メルマガ登録リスト（承継円滑化支援）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

事業承継・再生支援部



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

－

－

該当

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

－

－

□法第６０条第２項第２号
（マニュアルファイル）

－

中小企業大学校研修受講企業データベース

独立行政法人中小企業基盤整備機構

人材支援部  人材支援業務課

中小企業大学校研修受講者像及び受講履歴等の把握のために利用す
る。

企業からの受講申込書

含まない

１．企業名、２．代表者名、３．性別、４．年齢、５．住所、　６．電話番号、
７.受講者名

中小企業大学校の研修受講者

－

巻末に掲載

備考

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

個人情報ファイルの名称

独立行政法人の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称

独立行政法人の名称

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

－

中小企業大学校講師データベース

独立行政法人中小企業基盤整備機構

人材支援部　人材支援業務課

受講実績把握及び講師選定等のために利用する。

－

該当

－

－

□法第６０条第２項第２号
（マニュアルファイル）

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

巻末に掲載

講師承諾書、受講者アンケート、モニタリング

含まない

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

個人情報ファイルの種別

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

備考

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

１．氏名、２．生年月日（年齢）、３．性別、４．勤務先、５．役職、６．勤務
先住所、７．勤務先電話、８．自宅住所、９．自宅電話番号、１０．専門分
野、１１．資格、１２．職業、１３．著書、１４．略歴

中小企業大学校の講師

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

-



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申請

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 過年度来場者の把握、DM等の送付のために利用する。

記録項目
１．来場年度、２．来場フェア名、３．氏名、４．会社名、５．部署、６．役
職、７．住所、８．電話番号、９．FAX番号、１０．メールアドレス

記録範囲  新価値創造展への来場者（平成29・30・令和1・2・3年度）

個人情報ファイルの名称 中小企業総合展来場者データベース

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

販路支援部　販路支援企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

行政機関等匿名加工情報の概要

備考 　－

　－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

　－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

　－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申請

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

　－

個人情報ファイルの利用目的 展示会、ウェブ展示会の情報提供のために利用する。

記録項目 １．企業名、２．氏名、３．所在地、４．電話番号、５．メールアドレス

記録範囲
新価値創造PORTALサイトのメルマガ配信会員（旧新価値創造NAVI
サイトの利用者）

個人情報ファイルの名称 新価値創造PORTAL会員

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

販路支援部　販路支援企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申請

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 マッチング事業に関連する各種連絡・情報提供のために利用する。

記録項目
１．企業名、２．代表者名、３．担当者名・役職、４．所在地、５．電話番
号、６．メールアドレス

記録範囲 マッチングサイト掲載会員企業等

個人情報ファイルの名称 ジェグテック登録会員リスト

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

販路支援部　マッチング支援課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申請

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 海外CEO商談会への参加実績の把握および開催周知に使用

記録項目
１．企業名、２．代表者名、３．担当者名・役職、４．所在地、５．電話番
号、６．メールアドレス、７．売上高、８．資本金、９．従業員数

記録範囲 商談会申込時の提出内容

個人情報ファイルの名称 過去商談会参加日本企業一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

販路支援部　マッチング支援課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申請

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 相談実績の把握のために利用する。

記録項目
１．企業名、２．代表者名、３．利用者名・役職、４．所在地、５．電話番
号、６．ＦＡＸ番号、７．メールアドレス

記録範囲
国際化支援アドバイス等（電話・FAX・メール又は対面アドバイス）を利用
した者

個人情報ファイルの名称 国際化支援アドバイス等案件管理システム

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

販路支援部　海外展開支援課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）申請者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ

個人情報ファイルの利用目的 小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）申請者の情報管理

記録項目

1.申請者番号,2.申請者名（屋号）,3.代表者名,4.特例事業者有無,5.共同
申請有無,6.共同申請者数,7.所在地,8.従業員数,9.業種,10.補助事業の事
業名称,11.商工会議所・商工会名（コード）,12.支援機関確認書有無,13.事
業費合計,14.採用補助率,15.補助金申請額,16.コロナ投資額,17.コロナ投
資割合,18.事業再開枠事業費合計額,19.事業再開枠補助金申請額,20.補
助金申請合計額,21.概算払希望有無,22.概算払金額,23.審査員採点評
価,24.要件不備有無

記録範囲 小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）申請者

記録情報の収集方法
小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）申請者による所定申
請書の記入

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　基本フレームリスト

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目

１.取引番号、２.名寄せ番号、３.支店名、４.事業者名、５.助成対象貸付
額、６.適用利率、７.貸付日、８.初回返済日、９.初回利払い日、１０.最終
返済日、１１.元金均等返済額、１２.総貸付額、１３.イレギュラー
フラグ、１４.利子補給概算計算額、１５.計算結果

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まれない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　交付対象者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目
１.事業者名、２.代表者名、３.助成金額、４.取引番号、５.名寄番号、６.交
付申請日、７.貸付日、８.貸付額、９.申請者数

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　相殺交付対象者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目

１.事業者名、２.代表者名、３.名寄番号、４.相殺金額、５.助成金額（借換
後の新貸付）、６.返還金額（借換前の旧貸付）、７.申請者数、８.取引番号
（借換後の新貸付／取引前の旧貸付）、９.交付申請日（借換後の新貸
付）、10.貸付日（借換後の新貸付／借換前の旧貸付）、11.貸付額（借換
後の新貸付／借換前の旧貸付）、1２.確定額（借換前の旧貸付）、1３.交
付決定通知日（借換前の旧貸付）

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　返還のご案内対象者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目
１.事業者名、２.代表者名、３.利払額、４.助成金額、5.返還済み金額、６.
返還必要額、７.取引番号、８.名寄番号、９.交付決定通知日、10.貸付日、
1１.貸付額、1２.申請者数、1３.整理番号

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　確定対象者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目
１.事業者名、２.代表者名、３.確定金額、４.取引番号、５.名寄番号、６.交
付決定通知日、７.貸付日、８.貸付額、９.申請者数

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　返還による確定対象者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目
１.事業者名、２.代表者名、３.確定金額、４.取引番号、５.名寄番号、６.交
付決定通知日、７.貸付日、８.貸付額、９.申請者数

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　相殺による確定対象者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目
１.事業者名、２.代表者名、３.確定金額、４.取引番号、５.名寄番号、６.交
付決定通知日、７.貸付日、８.貸付額、９.申請者数

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　確定兼返還請求対象者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目
１.事業者名、２.代表者名、３.確定金額、４.助成金額、５.返還済金額、６.
返還必要額、７.取引番号、８.名寄番号、９.交付決定通知日、１０.貸付
日、１１.貸付額、１２.申請者数、１３.整理番号

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　助成対象者変更一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目

＜変更承認対象者＞
１.法人名、２.代表者、３.助成金額、４.取引番号、５.名寄番号、６.変更申
請日、７.貸付日、８.貸付金額

＜変更前対象者＞
１.変更前対象者法人名、２.変更前対象者代表者、３.変更理由

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする
個人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　法的破綻対象者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目

＜事業者情報＞
１.事業者名、２.代表者名、３.住所、４.連絡先、５.法人個人の別、６.法的
手続種別、７.事件番号、８.管轄裁判所、９.開始決定日時

＜管財人情報＞
１.管財人名、２.管財人住所、３.管財人事務所名、４.管財人連絡先、５.管
財人FAX

＜代理人情報＞
１.代理人名、２.代理人住所、３.代理人事務所名、４.代理人連絡先、５.代
理人FAX

＜交渉履歴＞
１.日付、２.先方、３.担当、４.応答記録

＜債権情報＞
１.現在額元本、２.現在延滞額、３.現在滞納処分費用額、４.現在額合計、
５.管理番号、６.名寄番号、７.取引番号、８.金融機関名、９.申請状況、１
０.交付額、１１.確定金額、１２.返還金額、１３.貸付日、１４.貸付額、１５.交
付通知日、１６.交付日、１７.リストNo、１８.確定事由、１９.期失内訳、２０.
依頼日、２１.受領日、２２.備考、２３.ステータス、２４.種別、２５.文書番
号、２６.返還請求日・振込通知日、２７.交付要求日、２８.納付期限、２９.
助成金額、３０.入出金日、３１.摘要、３２.入出金額、３３.備考、３４.割付元
本額、３５.割付延滞額、３６.割付滞納処分費用額、３７.割付合計、３８.元
本償却額、３９.延滞金償却額、４０.滞納処分費用償却額、４１.合計償却
額、４２.償却決裁日、４３.償却理由、４４.エビデンス1、４５.エビデンス2、
４６.完了日）

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）



行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする
個人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 新型コロナ特別利子補給助成金　状況報告兼実績報告書

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ　助成企画課

個人情報ファイルの利用目的 新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者の情報管理

記録項目

１.取引番号、２.名寄番号、３.事業者名、４.利子補給金額の確定状況、５.
確定金額、６.事業者の変更有無、７.変更申請状況、８.変更申請情報（事
業者名、代表者、所在地、電話番号、備考欄、名寄番号）、９.利子補給
金額

記録範囲
新型コロナ特別利子補給助成金交付対象者
（令和元年度予備費、令和２年度補正）

記録情報の収集方法 新型コロナ特別利子補給助成金交付申請書面

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 事業再構築補助金申請者一覧

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

イノベーション助成グループ

個人情報ファイルの利用目的 事業再構築補助金申請者の情報管理

記録項目
1.受付番号,2.都道府県名,3.申請者区分,4.申請者名称,5.法人番号,6.申請
時の事業類型,7.事業計画名,8.認定経営革新等支援機関名,9.補助金交
付申請額,10.採択結果,11.採択時の事業類型,12.採択金額

記録範囲 事業再構築補助金申請者

記録情報の収集方法 事業再構築補助金申請者による申請システムへの入力

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称
【申込者データ】令和4年度中小企業「強靱化」シンポジウム　視聴登録
者リスト

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

災害対策支援部　災害対策支援課

個人情報ファイルの利用目的 強靱化シンポジウムへの参加希望者への連絡及び属性分析のため。

記録項目
１．漢字姓　２．漢字名　３．E-Mailアドレス　４．カナ姓　５．カナ名	６．郵
便番号　７．住所　８．勤務先	９．部署名　１０．役職名　１１．電話番号　１
２．FAX番号		

記録範囲 シンポジウム参加者

記録情報の収集方法 本人からの申し込みによる

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 借入申請書記載事項より転記

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 高度化事業に係る貸付金の管理のために利用する。

記録項目

1.貸付方式　2.都道府県コード　3.貸付先コード　4.貸付先名　5.貸付番号
6.員ＮＯ 　7.員名　8.県負担額　9.中小企業者等への貸付額　10交付年
月日　11.商工中金支店コード　12.商工中金支店名称　13.業種１コード
14.業種１名称　15.業種２コード　16.業種２名称　17.高度化形態１コード
18.高度化形態１名称　19.高度化形態２コード　20.高度化形態２名称
21.資金種類コード　22.資金種類名称　23.債管業種コード　24.債管業種
名称　25.事業団出資割合　26.事業団財投割合　27.都道府県割合　28.Ａ
方式最終金利　29.Ｂ方式県借入金利　30.最長償還期間　31.最長措置
期間　32.適用法コード　33.適用法名称　34.予算種類１コード　35.予算種
類１名称　36.予算種類２コード　37.予算種類２名称　38.当年度回収額
39.貸付区分　40.貸付区分名

記録範囲 高度化事業に係る貸付先

個人情報ファイルの名称 高度化融資システム

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

高度化事業部　高度化事業企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 接触企業データベース

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

高度化事業部　高度化事業推進課

個人情報ファイルの利用目的
企業誘致活動をデータベース化し、円滑かつ効率的な企業誘致活動に
資するために利用する。

記録項目

１．企業名、２．本社住所、３．電話番号、４．代表者氏名、５．資本金、
６．年商、７．従業員数、８．産業分類、９．事業所住所、１０．事業所電話
番号、１１．担当者氏名、１２．担当者電話番号、１３．担当者メールアド
レス、１４．折衝内容、１５．設備投資内容

記録範囲 接触した企業の担当者

記録情報の収集方法 企業訪問時の面談等による

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

非該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法
共済金等の請求の受付、共済契約者の死亡による共済金の請求の受
付

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 税務署長、市区町村長

個人情報ファイルの利用目的

所得税法第225条の規定に基づく支払調書の作成、所得税法第226条の
規定に基づく源泉徴収票の作成、相続税法第59条の規定に基づく受給
者別調書の作成、地方税法第317条の6の規定に基づく公的年金等支払
報告書の作成、地方税法第50条の5及び第328条の5の規定に基づく納
入申告書の作成のために利用する。

記録項目

１．個人情報番号、２．キー、３．共済契約者番号、４．契約者番号、５．
チェックデジット、６．枝番、７．契約者個人番号、８．請求者個人番号、
９．契約者生存有無、１０．等分支給有無、１１．支払完了日、１２．使用
者、１３．更新日付、１４．更新年、１５．更新月、１６．更新日、１７．予備

記録範囲 小規模企業共済契約者

個人情報ファイルの名称 個人番号マスター（小規模企業共済）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

共済事業推進部　共済事業企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 「記録範囲」記載の者からの電話・メールによる照会

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的
小規模企業共済および中小企業倒産防止共済にかかる電話応答業
務、データ分析業務のために利用する。

記録項目

１．顧客ID、２．契約区分、３．共済契約者番号、４．顧客名、５．顧客名
（カナ）、６．電話番号、７．メールアドレス、８．郵便番号、９．住所、１０．
住所カナ、１１．資料送付先郵便番号、１２．資料送付先住所、１３．資料
送付先住所（カナ）、１４．資料送付先宛名ラベル、１５．メモ、１６．顧客
区分、１７．関連顧客、１８．コンタクト可能チャネル、１９．コンタクト可能
時間、２０．アンケート判定、２１．性別、２２．年齢、２３．生年月日、２４．
契約年月日、２５．業種コード、２６．地位コード、２７．給付請求受付日、
２８．脱退事由発生日、２９．脱退事由、３０．老齢給付日、３１．代表者
名、３２．代表者名カナ、３３．契約締結日、３４．解約日、３５．解約事由

記録範囲 共済契約者、未加入者

個人情報ファイルの名称 共済加入者等関係管理ファイル

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

共済事業推進部　共済事業企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申込書、掛金の納付

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的
加入申込審査、掛金口座振替データ作成、共済金請求審査、共済金等
支払通知文書作成、契約者貸付審査、加入者管理用資料作成、相談、
加入促進等のために利用する。

記録項目

１．氏名、２．生年月日、３．年齢、４．性別、５．本人の自宅住所、６．電
話番号、７．業種、８．事業上の地位、９．事業所等の所在地、１０．事業
所等の電話番号、１１．掛金月額、１２．掛金払込総額、１３．預金口座振
替先金融機関名、１４．口座番号

記録範囲 小規模企業共済契約者

個人情報ファイルの名称 小規模企業共済契約者ファイル

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

共済事業推進部　共済事業企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申込書、掛金の納付

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的
加入申込審査、掛金口座振替データ作成、共済金請求審査、共済金等
支払通知文書作成、一時貸付審査、加入者管理用資料作成、相談、加
入促進等のために利用する。

記録項目

１．事業所等の所在地、２．登記上の住所、３．事業所の名称、４．事業
所の電話番号、５．代表者氏名、６．代表者の生年月日、７．企業形態、
８．事業上の地位、９．資本金、１０．業種、１１．掛金月額、１２．掛金払
込総額、１３．預金口座振替先金融機関名、１４．口座番号、１５．その他
記録項目

記録範囲 中小企業倒産防止共済契約者

個人情報ファイルの名称 中小企業倒産防止共済契約者ファイル

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

共済事業推進部　共済事業企画課



記録情報の収集方法 本人からの申込書、掛金の納付

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの利用目的

分割支給マスター、分割ファイル作成、分割証書作成、送金先口座振替送金
データ作成、分割共済金等支払通知文書作成、支払者一覧表作成、届出変
更等一覧作成、届出変更完了通知作成、税務ファイル作成、税金支払者一
覧、支給明細表作成、繰上げファイル、繰上げ者一覧作成、繰上げ審査書、
計算書作成、相談等のために利用する。

記録項目

１．分割支給マスタ（基本情報）、２．共済契約者番号、３．契約者番号、４．
チェックデジット、５．整理番号、６．共済契約者氏名、７．共済契約者生年月
日、８．共済契約者生年月日（元号）、９．共済契約者生年月日（年月日）、１
０．契約設立年月日、１１．名寄せ情報、１２．親番、１３．子番、１４．請求者情
報、１５．請求者氏名、１６．請求者生年月日、１７．請求者生年月日（元号）、
１８．請求者生年月日（年月日）、１９．続柄、２０．郵便番号、２１．都道府県
コード、２２．住所コード、２３．住所、２４．電話番号、２５．設立年月、２６．設
立年月（元号）、２７．設立年月（年月）、２８．給付金受取方法、２９．分割支給
期間、３０．分割希望金額、３１．委託機関コード、３２．委託機関名称、３３．金
融機関情報、３４．業態コード、３５．金融機関コード、３６．金融機関名称、３
７．預金種目、３８．口座番号、３９．口座名義人、４０．受取方法、４１．共済金
等情報、４２．決済日、４３．送金取組日、４４．掛金月額、４５．最終収納年
月、４６．納付すべき掛金、４７．納付済掛金、４８．義務月数、４９．払込済月
数、５０．算定情報数、５１．返還金情報、返還情報、５２．過年度申込金、５
３．過年度掛金、５４．当年度申込金、５５．当年度掛金、５６．前納減額金、５
７．貸付控除額、５８．差引返還金額、５９．受領年月日、６０．受付日、６１．事
由発生日、６２．事由コード、６３．分割共済金算定情報、６４．共済金等金額、
６５．共済金等内訳、６６．基本共済金額、６７．付加共済金額、６８．施工時調
整額、６９．脱退時調整額、７０．脱退時差額1、７１．脱退時差額2、７２．脱退
時差額3、７３．過納掛金、７４．前納減額金、７５．返還金、７６．減額付加金、
７７．未納掛金、７８．後納割増金、７９．貸付関係控除分、８０．分割対象額、
８１．分割共済金、８２．分割支給率、８３．脱変情報、８４．脱変支払フラグ、８
５．脱変支払済数、８６．次回調整額、８７．決済日2、８８．予備1、８９．初回支
払期月、９０．最終支払期月、９１．支払予定回数、９２．支払回数、９３．支払
済回数、９４．扶養親族申告書有無、９５．異動有無、９６．差押え有無、９７．
繰上支給有無、９８．支払処理中フラグ、９９．完了有無、１００．支払履歴数、
１０１．支払情報、１０２．支払履歴情報、１０３．支払期日、１０４．差引支給
額、１０５．決裁日、１０６．送金取組日、１０７．支払期限日、１０８．名寄せフラ
グ、１０９．基礎控除額、１１０．人的控除額、１１１．所得控除額、１１２．所得
税、１１３．初回情報、１１４．共済金等金額、１１５．未納掛金、１１６．後納割
増金、１１７．貸付関係控除分、１１８．過納掛金、１１９．返還金、１２０．未払
前納減額金、１２１．分割対象額、１２２．分割共済金、１２３．脱事変区分、１２
４．中断情報、１２５．中断テーブル、１２６．中断処理日、１２７．解除年月日、
１２８．中断事由、１２９．中断メッセージ、１３０．担当者、１３１．海外居住非課
税情報、１３２．海外居住非課税フラグ、１３３．海外居住非課税受付日、１３
４．海外居住非課税処理日、１３５．海外居住非課税登録担当者、１３６．予備

記録範囲 小規模企業共済契約者

個人情報ファイルの名称 分割支給マスタ（小規模企業共済）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

共済事業推進部　共済事業企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人との契約

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的
掛金口座振替データ作成、加入者管理用資料作成、相談、加入促進等
のために利用する。

記録項目

１．事業所等の所在地、２．登記上の住所、３．事業所の名称、４．事業
所の電話番号、５．代表者氏名、６．代表者の生年月日、７．企業形態、
８．資本金、９．業種、１０．掛金月額、１１．掛金払込総額、１２．預金口
座振替先金融機関名、１３．口座番号

記録範囲 特別管理債権者

個人情報ファイルの名称 特別管理債権者ファイル（倒産防止共済）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

共済事業推進部　共済事業企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 「記録範囲」記載の者からのWebフォーム経由での照会、資料請求

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的
小規模企業共済および中小企業倒産防止共済にかかる電話応答業
務、資料発送業務のために利用する。

記録項目
１．共済契約者番号、２．氏名、３．自宅住所、４．電話番号、５．メールア
ドレス、６．事業所等の所在地、７．事業所等の電話番号、８．事業所の
名称

記録範囲 共済契約者、未加入者、委託機関

個人情報ファイルの名称 共済Webフォーム投稿データファイル

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

共済事業推進部　共済事業企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 ファンド運営者からの投資報告及び事業報告

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的
ファンドの運営状況の把握のために、ファンド投資先企業、ファンド運営
者、ファンドへの出資者に係る次の情報を利用する。

記録項目

１．ファンド投資先企業（法人代表者、個人事業主）
【法人代表者の場合】
氏名
【個人事業主の場合（※産業復興機構の債権買取先の中に一部含まれ
る）】
1.氏名、2.住所、3.電話番号、4.従業員数、5.事業概要、6.取引額

２．ファンド運営者（法人代表者、個人）
【法人代表者の場合】
1.氏名、2.経歴
【個人の場合】
1.氏名、2.経歴、3.住所、4.電話番号、5.FAX番号

３．ファンドへの出資者（個人）
1.氏名（名称）、2.連絡先、3.口数、4.出資金額、5.出資比率

記録範囲

１．ファンド投資先企業（法人代表者、個人事業主（※産業復興機構の債
権買取先の中に一部含まれる））、
２．ファンド運営者（法人代表者、個人）、
３．ファンドへの出資者（個人）

個人情報ファイルの名称 ファンド出資事業管理システム

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

ファンド事業部　ファンド事業企画課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

個人情報ファイルの名称 【中小機構東北本部】支援情報メールマガジン　配信リスト

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

東北本部企業支援部支援推進課

個人情報ファイルの利用目的 東北本部からの施策情報提供のためのメールマガジンの送信に利用

記録項目
1.企業名、2.担当者名、3.所在都道府県、3.メールアドレス、4.関心のあ
る経営課題、4.メルマガ本文

記録範囲 購読申込者

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

　－

記録情報の経常的提供先 　－

記録情報の収集方法 本人からの申込

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

－備考

－

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人（会社）からの申請による

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 事業申込者の管理のために利用する。

記録項目
１．企業名、２．代表者役職・代表者名、３．所在地、４．担当者役職・担
当者名、５、担当者メールアドレス

記録範囲
海外展開Ｆ／Ｓ事業、ビジネスミッション事業、伴走型アドバイス、海外展
開ハンズオン支援事業　申込企業

個人情報ファイルの名称 海外ビジネス戦略推進支援事業申請企業リスト（関東本部）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

関東本部　企業支援部　支援推進課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

備考 －

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする
個人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織
の名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

行政機関等匿名加工情報の概要 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申込

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的 メールマガジンの発信のために利用する。

記録項目
１．都道府県　２．所属機関名　３．組織属性　４．氏名　５．電話番号
６．メールアドレス　７．事業区分

記録範囲
支援機関等サポート事業・事業承継円滑化支援事業メールマガジン購
読申込者

個人情報ファイルの名称 支援機関への情報提供（関東本部）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

関東本部　地域・連携支援部　地域・連携推進課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申込

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの利用目的 北陸本部からの施策情報提供のためのメールマガジンの送信に利用

記録項目
1.所在県、2.企業名、3.氏名、4.メールアドレス、5.電話番号、6.企業区
分

記録範囲 申込者

個人情報ファイルの名称 企業支援課メルマガ送信先リスト（北陸本部）

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

北陸本部　企業支援部　企業支援課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 企業訪問時の面談等による

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

個人情報ファイルの利用目的
企業支援活動をデータベース化し、円滑かつ効率的な企業支援活動に
資するために利用する。

記録項目
１．企業名、２．本社住所、３．電話番号、４．代表者氏名、５．産業分類、
６．担当者氏名、７．支援内容、８．ヒアリング内容

記録範囲 接触した企業の担当者

個人情報ファイルの名称 オール近畿データベース

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

近畿本部　企業支援部　企業支援課



■法第６０条第２項第１号
（電算処理ファイル）

令第２１条第７項に該当するファイル
□有　　■無

備考 －

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案を受ける組織の名称及び所在地

－

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提
案をすることができる期間

－

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個
人情報ファイルである旨

該当

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の
名称及び所在地

〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
（電話：03-5470-1500）

個人情報ファイルの種別
□法第６０条第２項第２号

（マニュアルファイル）

記録情報の収集方法 本人からの申込

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名称及び所在地 巻末に掲載

訂正及び利用停止に関する他の法律又はこれに
基づく命令の規定による特別の手続き等

－

個人情報ファイルの利用目的 九州本部からの施策情報提供のためのメールマガジンの送信に利用

記録項目
1.所在県、2.企業名、3.氏名、4.メールアドレス、5.電話番号、6.企業区
分

記録範囲 購読申込者

個人情報ファイルの名称 九州本部メルマガ送信先リスト

独立行政法人の名称 独立行政法人中小企業基盤整備機構

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

九州本部　企業支援部　企画調整課



本部
所在地 開設時間
　〒105-8453 　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　東京都港区虎ノ門3-5-1　虎ノ門37森ビル 　午前9時30分～午後6時まで
連絡先 　（12時00分～13時00分までの間を除く。）
　総務部総務課　情報公開・個人情報保護担当
　電話：03-5470-1500

北海道本部
所在地 開設時間
　〒060-0002 　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　札幌市中央区北2条西1丁目1番地7　 ORE札幌ビル6階 　午前9時00分～午後5時30分まで
連絡先 　（12時00分～13時00分までの間を除く。）
　企画調整課　情報公開・個人情報保護担当
 　電話：011-210-7470

東北本部
所在地   開設時間
　〒980-0811 　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　仙台市青葉区一番町4-6-1　仙台第一生命タワービル6階 　午前9時00分～午後5時30分まで
連絡先 　（12時00分～13時00分までの間を除く。）
　企画調整課　情報公開・個人情報保護担当
 　電話：022-399-6111

北陸本部
所在地 開設時間
　〒920-0031 　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　金沢市広岡3-1-1　金沢パークビル10階 　午前9時00分～午後5時30分まで
連絡先 　（12時00分～13時00分までの間を除く。）
　企画調整課　情報公開・個人情報保護担当
　電話：076-223-5761

中部本部
所在地 開設時間
　〒460-0003 　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　名古屋市中区錦2-2-13　名古屋センタービル４階 　午前9時00分～午後5時30分まで
連絡先 　（12時00分～13時00分までの間を除く。）
　企画調整課　情報公開・個人情報保護担当
　電話：052-201-3003

近畿本部
所在地 開設時間
　〒541-0052 　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　大阪市中央区安土町2-3-13　大阪国際ビルディング27階 　午前9時00分～午後5時30分まで
連絡先 　（12時00分～13時00分までの間を除く。）
　企画調整課　情報公開・個人情報保護担当
　電話：06-6264-8611

所在地及び連絡先、開設時間

中小企業基盤整備機構の情報公開・個人情報保護窓口は本部及び全国の地域本部（関東本部を除く）に設置してあります。
また、各都道府県ごとに総務省の「情報公開・個人情報保護総合案内所
（URL：https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/jyohokokai/annaijo.html）」が設置されていますので、情報公開・個人情
報保護制度のしくみや開示の手続きなどで分からないことがありましたら、お近くの案内所へお問い合せください。



中国本部
所在地 開設時間
　〒730-0013 　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　広島県広島市中区八丁堀5-7　広島KSビル3階　 　午前9時00分～午後5時30分まで
連絡先 　（12時00分～13時00分までの間を除く。）
　企画調整課　情報公開・個人情報保護担当
　電話：082－502－6300

四国本部
所在地 開設時間
　〒760-0019 　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　高松市サンポート2-1　高松シンボルタワータワー棟7階 　午前9時00分～午後5時30分まで
連絡先 　（12時00分～13時00分までの間を除く。）
　企画調整課　情報公開・個人情報保護担当
　電話：087-811-3330

九州本部
所在地 開設時間
　〒812-0038 　月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
　福岡市博多区祗園町4－2　サムティ博多祇園BLDG. 　午前9時00分～午後5時30分まで
連絡先 　（12時00分～13時00分までの間を除く。）
　企画調整課　情報公開・個人情報保護担当
　電話：092-263-1500


